
　

い
じ
め
や
部
落
差
別
、
高
齢
者
に
対
す
る

差
別
、
障
が
い
者
に
対
す
る
差
別
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
人
権
問
題
の
解
決
や
、
人
権
尊
重
の

社
会
づ
く
り
を
訴
え
る
標
語
と
ポ
ス
タ
ー
を

募
集
し
ま
す
。

●
応
募
対
象
　
市
民

●
規
格

①
標
語
（
規
格
は
あ
り
ま
せ
ん
）

②
ポ
ス
タ
ー
（
画
用
紙
）

◦
四
つ
切
（
５
４
２
×
３
８
２
㎜
）

◦
八
つ
切
（
３
８
２
×
２
７
１
㎜
）

※
文
字
、
画
材
な
ど
表
現
方
法
は
自
由
で
す
。

●
応
募
方
法
　
郵
送
ま
た
は
直
接
提
出

※
裏
面
に
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を

明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
標
語
は
メ
ー
ル
で
も

応
募
で
き
ま
す
。

　

教
育
委
員
会
は
、「
地
方
教
育
行
政
及
び

運
営
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
教
育
に
関

す
る
事
務
を
処
理
す
る
た
め
都
道
府
県
や
市

区
町
村
な
ど
に
設
置
さ
れ
る
合
議
制
の
執
行

機
関
で
す
。

　

合
志
市
国
民
健
康
保
険
加
入
者
を
対
象

に
、
ユ
ー
パ
レ
ス
弁
天
の
プ
ー
ル
ま
た
は
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
ジ
ム
を
１
回
２
０
０
円
で
利
用

で
き
る
補
助
券
を
交
付
し
ま
す
。

　

ユ
ー
パ
レ
ス
弁
天
を
活
用
し
て
健
康
づ
く

り
を
始
め
ま
せ
ん
か
。

　

国
民
年
金
は
、
老
後
や
も
し
も
の
と
き
に

あ
な
た
の
大
き
な
支
え
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
制
度
を
利
用
す
る
こ

と
で
、
も
ら
え
る
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
も

で
き
ま
す
。

付
加
年
金
を
ご
存
じ
で
す
か

　

毎
月
の
保
険
料
に
付
加
保
険
料
（
月
額
４

０
０
円
）
を
合
わ
せ
て
納
付
す
る
と
、
老
齢

基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
65
歳

未
満
の
任
意
加
入
被
保
険
者
が
加
入
し
、
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険

料
の
免
除
を
受
け
て
い
る
人
や
国
民
年
金
基

金
加
入
者
は
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
は
申
し
込
ん
だ
月
か

ら
必
要
に
な
り
、
納
付
期
限
（
翌
月
末
日
）

ま
で
に
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
審
査
・
表
彰

　

人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
実
行
委
員
会
で
審

査
を
行
な
い
、
12
月
10
日
㈯
に
開
催
す
る

第
11
回
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
で
表
彰

し
、
記
念
品
を
贈
呈
し
ま
す
。

●
そ
の
他

◦
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
１
人
１
点
で
未
発
表
の

も
の
に
限
り
ま
す
。
ど
ち
ら
か
だ
け
の
応

募
も
で
き
ま
す
。

◦
表
彰
作
品
は
11
月
29
日
㈫
～
12
月
18
日

㈰
ま
で
ユ
ー
パ
レ
ス
弁
天
内
に
展
示
し
ま

す
。
ま
た
来
年
の
人
権
啓
発
カ
レ
ン
ダ
ー

に
掲
載
す
る
予
定
で
す
。

●
応
募
期
限
　
10
月
７
日
㈮

●
応
募
先

　

合
志
市
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　

実
行
委
員
会
事
務
局

　

〒
８
６
１
‐
１
１
０
４

　

御
代
志
１
６
６
１
‐
１
６

　
（
御
代
志
市
民
セ
ン
タ
ー
内
）

　

Ｅ
メ
ー
ル　

jin
ken
@
city.ko

sh
i.lg.jp

　

４
人
の
委
員
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
市
長

が
議
会
の
同
意
を
得
て
任
命
し
、
任
期
は
４

年
で
す
。
６
月
28
日
付
け
で
新
し
い
体
制
に

な
り
ま
し
た
の
で
、
あ
ら
た
め
て
全
委
員
を

紹
介
し
ま
す
。

●
対
象
　
次
の
全
て
を
満
た
す
人

◦
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人

◦
保
険
税
滞
納
の
な
い
世
帯
の
人

◦
申
請
時
点
で
40
歳
以
上
の
人

※
利
用
で
き
る
の
は
本
人
の
み
。

※
国
民
健
康
保
険
の
事
業
の
一
環
の
た
め
、
社

会
保
険
加
入
者
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
本
年
度
す
で
に
交
付
を
受
け
て
い
る
場
合
、

交
付
し
て
い
る
30
回
分
の
補
助
券
の
利
用

が
確
認
で
き
た
場
合
に
の
み
申
請
で
き
ま

す
。

●
補
助
券
交
付
枚
数
　
１
人
30
枚

●
補
助
券
の
有
効
期
限

　

平
成
29
年
３
月
31
日
㈮

●
申
込
方
法

　

保
険
証
と
印
鑑
を
持
っ
て
、
健
康
づ
く
り

推
進
課
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
開
始

　

９
月
12
日
㈪

※
先
着
２
０
０
人
に
達
し
た
時
点
で
終
了
し
ま

す
。

60
歳
か
ら
64
歳
の
人
へ

任
意
加
入
制
度

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳
に
な

る
ま
で
、
40
年
間
保
険
料
を
納
め
な
け
れ
ば

満
額
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど
に
よ

り
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
40
年
間
に
満

た
な
い
場
合
は
、
60
歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま

で
の
間
に
国
民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
、
満

額
の
年
金
に
近
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

任
意
加
入
の
対
象
者
は
、
次
の
全
て
を
満

た
す
人
で
、
納
付
方
法
は
口
座
振
替
と
な
り

ま
す
。
詳
し
く
は
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

①
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60
歳
以
上
65
歳

未
満
の
人

②
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
支
給
を
受

け
て
い
な
い
人

③
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
年
金
保
険
料
の
納

付
月
数
が
４
８
０
月
未
満
の
人

市
人
権
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

人
権
啓
発
標
語
・
ポ
ス
タ
ー
募
集

市
教
育
委
員
会

教
育
委
員
を
紹
介
し
ま
す

ユ
ー
パ
レ
ス
弁
天
プ
ー
ル
・

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ジ
ム
利
用
補
助
券
を
交
付
し
ま
す

国
民
年
金

付
加
年
金
、
任
意
加
入
制
度
の
お
知
ら
せ

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先 

人
権
啓
発
教
育
課（
御
代
志
市
民
セ
ン
タ
ー
内
）

 

☎（
２
４
２
）１
１
９
０

▼
問
い
合
わ
せ
先 

学
校
教
育
課　

総
務
施
設
班（
西
合
志
庁
舎
）

 

☎（
２
４
２
）１
１
１
２

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先 

健
康
づ
く
り
推
進
課　

国
保
年
金
班（
西
合
志
庁
舎
）

 

☎（
２
４
２
）１
１
８
３

▼
問
い
合
わ
せ
先 

健
康
づ
く
り
推
進
課 

国
保
年
金
班（
西
合
志
庁
舎
）

 
 

☎（
２
４
２
）１
１
８
３

 

熊
本
西
年
金
事
務
所 

☎（
３
５
５
）３
２
６
１

昨年度の入賞作品

プール ▼

▲トレーニングジム

塚本　小百合･委員
（新任）

任期Ｈ28.6.28〜Ｈ32.6.27

緒方　克也･委員
任期Ｈ26.7.22〜Ｈ30.7.21

髙見　博英･委員
（教育長職務代理者）

任期Ｈ27.6.28〜Ｈ31.6.27

坂本　夏実･委員
任期Ｈ25.6.28〜Ｈ29.6.27
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